
選択科目    

答案用紙 

 

 
 

  

技術部門                   部門  

専門とする事項   

○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1 マスに 2文字を目安とする。 

受験番号 

問題番号  Ⅰ －      

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

← 解答する問題番号（１又は２）を点線の枠内に必ず記入すること。 

●受験番号、技術部門、選択科目、専門とする事項及び問題番号の

欄は必ず記入すること。 

Ⅱ ― １  

立 地 適 正 化 計 画 の 各 誘 導 区 域 内 外 に お け る 市 街 化 の

適 正 化 に 資 す る 制 度 を 述 べ よ  
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○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1マスに２文字を目安とする。 

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

１  都 市 機 能 誘 導 区 域 内  

（ １ ） 特 定 用 途 誘 導 地 区  

都 市 機 能 誘 導 区 域 内 に 特 定 用 途 誘 導 地 区 を 定 め 、 誘

導 施 設 に 限 定 し 容 積 率 や 用 途 規 制 の 緩 和 を 行 い 、 誘 導

施 設 を 有 す る 建 築 物 の 立 地 を 誘 導 す る 。 例 え ば 、 老 朽

化 し た 医 療 施 設 等 の 建 替 え 、 増 築 や 新 築 の 際 に 容 積 率

や 用 途 規 制 の 緩 和 を 適 用 す る 。  

２  居 住 誘 導 区 域 内  

（ １ ） 都 市 計 画 ・ 景 観 計 画 の 提 案 制 度  

従 来 の 提 案 制 度 に 加 え 、 民 間 事 業 者 等 （ 居 住 誘 導 区

域 内 に ２ ０ 戸 以 上 の 住 宅 を 整 備 す る 者 ） は 、 良 好 な 居

住 環 境 の た め の 地 区 計 画 を 提 案 す る こ と が で き る 。  

（ ２ ） 居 住 環 境 向 上 用 途 誘 導 地 区  

居 住 誘 導 区 域 内 に 居 住 環 境 向 上 用 途 誘 導 地 区 を 定 め 、

居 住 環 境 向 上 施 設 に 限 定 し て 容 積 率 や 用 途 規 制 を 行 い 、

日 常 生 活 に 必 要 な 施 設 の 立 地 を 誘 導 す る 。  

３  居 住 誘 導 区 域 外  

（ １ ） 居 住 調 整 地 域  

居 住 誘 導 地 域 外 （ 市 街 化 調 整 区 域 を 除 く ） で 、 居 住

調 整 地 域 を 指 定 し 、 宅 地 開 発 を 抑 制 す る た め 、 開 発 を

原 則 禁 止 す る 。  

（ ２ ） 特 定 用 途 制 限 地 域  

 非 線 引 き 白 地 地 域 に 特 定 用 途 制 限 地 域 を 指 定 し 、 市

街 化 を 促 進 す る 大 規 模 集 客 施 設 の 立 地 制 限 や 、 住 宅 の

無 秩 序 な 立 地 を 制 限 す る 。  以 上  


